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 第1章 ユニバーサルデザイン推進計画の趣旨     
 

１ 策定の背景 
 
世田谷区は、昭和57年より区⺠、事業者、関係団体と協働して、社会の様々な障

壁（バリア）をなくす施策を進め、平成7年に「世⽥⾕区福祉のいえ・まち推進条例」

（以下「いえ・まち推進条例」という。）を制定しました。 

その後、少子高齢社会、人口減少社会を迎えたことで、これまでの歩みをより強く

確実なものにし、更に年齢、性別、国籍、能⼒等にかかわらず、すべての区⺠が可能

な限り公平に社会参加し、⾃⽴できる⽣活環境の実現が求められるようになりました。 

こうした状況の中、社会における様々なバリアをなくすにとどまらず、すべての区

⺠の基本的⼈権が尊重され、⾃らの意思で⾏動し、あらゆる分野の活動に参加するこ

とができる社会を築くための「ユニバーサルデザイン※１ 次ページ解説」の考え方に基づ

く取組みを推進するために、平成19年に「いえ・まち推進条例」の理念を継承して

発展させ、新たに「世⽥⾕区ユニバーサルデザイン推進条例」（以下「ユニバーサル

デザイン条例」という。）を制定しました。 

ユニバーサルデザイン条例の制定後、その理念を具現化するために、平成21年に

「世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定して

目標、基本方針のもとに各施策・事業を実施する6年間の計画を運⽤してきました。 

推進計画においては毎年度、各施策・事業の状況を点検し、評価と改善を⾏うスパ

イラルアップの仕組みを取入れ、ユニバーサルデザインを着実に進めてきました。 

現在、子育て世代など多様な人が街に出る環境づくりが進められ、より様々なニー

ズに応え、施策・事業を更にスパイラルアップさせていくことが求められています。

平成32年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されることになり、

ユニバーサルデザインに対する関⼼が更に⾼まるとともに、今まで以上に⽣活環境整

備の質の向上や、整備されてきた社会資源の活用が必要となってきています。 

このような社会的背景やスパイラルアップでの積み重ねを踏まえ、平成21年に策

定した「推進計画」の内容を⾒直し、「推進計画」の第 2期として本計画を策定しま

した。 
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２ 目的 
 

推進計画は、すべての区⺠が個⼈として、尊重され、共に⽀えあいながら、将来に

わたって活⼒に満ちた世⽥⾕をつくりあげていくことができるように、区と区⺠、事

業者及び関係団体が協働しながら、だれにとっても利⽤しやすい⽣活環境の整備を推

進していくための具体的な計画です。 

 

 

 

 

 

 

※１ ユニバーサルデザイン 
ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍、能⼒等にかかわらず、できるだ

け多くの⼈が利⽤しやすい⽣活環境にする考え⽅です。 
 

これまでのバリアフリーの取組みは、高齢者や障害者等が生活を営む上での様々なバリ

ア（物理的、制度、文化・情報、意識など）のすべてを取り除くことを目的としていまし

た。 

バリアフリーの取組みを更に一歩進め、あらかじめ多様なニーズを想像し、「バリアを最

初から作らない」、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザ

インに基づいて、区では公共的施設及び住宅の構造、設備等並びに情報及びサービスの提

供について適切な措置をとり、生活環境の整備を進めていきます。 
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３ 位置づけと期間 
３－１．計画の位置づけ                    
推進計画は、ユニバーサルデザイン条例第7条第1項を根拠とし、区の基本構想・

基本計画を踏まえ、各種計画と連携していきます。世田谷区基本計画の９つのビジョ

ンにある「より住みやすく歩いて楽しいまちにする」の分野別政策「魅⼒ある街づく

り」の取組み事業として「ユニバーサルデザインのまちづくり」が位置づけられてい

ます。 

推進計画は、ハード、ソフトの両面から、生活環境の整備に関する施策を総合的か

つ計画的に推進していくための計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷区基本構想 

基本計画（平成26～35年度） 

実施計画（平成26～29年度） 

・世田谷区地域保健医療福祉総合計画 

・せたがやノーマライゼーションプラン 

（世田谷区障害者計画） 

・世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画 

・世田谷区子ども計画 

・世田谷区交通まちづくり基本計画 

・世田谷区第三次住宅整備方針 

・世田谷区産業振興計画     など 

世田谷区ユニバーサルデザイン 

推進計画（第2期） 

世田谷区ユニバ

ーサルデザイン

推進条例 

世田谷区高齢者、障害
者等が安全で安心し
て利用しやすい建築
物に関する条例 

国・都の施策 

・障害者基本法（改正） 
・障害者総合支援法 
・障害者差別解消法 
・ユニバーサルデザイン 
政策大綱 

・バリアフリー法 

･東京都福祉の 
まちづくり条例 
･東京都福祉の 

まちづくり推進計画 

 

 

分野別の計画・方針 

連携 

･東京都建築 
バリアフリー条例 
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３－２．計画に定める事項                   
 

（１）ユニバーサルデザイン条例に定められた事項 

推進計画に定める事項はユニバーサルデザイン条例第7条で次のように定められ

ています。 

・生活環境の整備※２に関する目標 

・生活環境の整備に関する重点施策 

・その他生活環境に関する重要事項 

 

※２ 生活環境の整備 
公共的施設及び住宅の構造、設備等並びに情報及びサービスの提供について適切な措置

をとることとユニバーサルデザイン条例第 2条で定められています。なお、公共的施設と

は、区立施設だけでなく病院、店舗、学校、道路、公園などの多くの人が利用する施設で

す。 

 

 

（２）推進計画の構成 

推進計画ではこれらの内容を分かりやすく、「目標」「基本方針」「施策・事業」

にまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 

基本方針 
 施策・事業 

 施策・事業 

 施策・事業 
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３－３．計画の期間                      
平成27年度から平成36年度までの10年間の計画とします。なお、前期４ヶ年（平

成27年度から平成30年度）、後期４ヶ年（平成31年度から平成34年度）、調整期

間２ヶ年（平成35年度から平成36年度）ごとに、中間⾒直しを⾏い推進します。 

今回の推進計画（第２期）では、第4章の施策・事業については前期計画の内容を

示しています。 

 

前 期 

４ヶ年 

後 期 

４ヶ年 

調整期間 

２ヶ年 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 

          

          

          

   ●  ●  ●  ● 

 

 

 

 

 

 

第
３
期
へ 

⾒直し ⾒直し ⾒直し 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 
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 第２章 ユニバーサルデザイン施策の歩み       
 

１ スパイラルアップ※1（点検・評価・改善）の取組み 
 

推進計画（平成 21年度から 26年度）では、毎年度それぞれの施策・事業を関係

する所管が点検し、その点検結果に対して、ユニバーサルデザイン環境整備審議会※２

が講評や提案を⾏っています。また、点検結果は区⺠へ公表され、区⺠からの意⾒を

募集し、各施策や事業の改善に取り組んでいます。 

この取組みは、着実に施策や事業を進めていくとともに、事業の展開にあたっては

より良い⽅向へ柔軟に改善していくための仕組みです。 

 

(例)平成25年度におけるスパイラルアップの取組みの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ユニバーサルデザイン 

推進委員会》 

各関係所管課による推進

事業の点検 

（平成25年12月 

～平成26年1月） 

庁 内 

《区民》 

ユニバーサルデザイ

ン推進事業点検結果の

公表に対する意見の送

付 

（平成26年2月～3月） 《ユニバーサルデザイン 

推進委員会》 

環境整備審議会の講評・提

案への対応方針の検討 

（平成26年7月） 

ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップ（点検・評価・改善）への意見等及

び区の対応方針の公表（ホームページ、区のお知らせ）（平成26年8月） 

区 ⺠ 審議会 

《審議会》 

ユニバーサルデザイン

推進事業の各関係所管

課へのヒアリング 

（平成26年2月） 

《審議会》 

講評・提案のまとめ 

（平成26年4月～5月） 

公表 
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※１ スパイラルアップ 
「点検 ⇒ 事後評価 ⇒ 改善の事業への反映」の手順を繰り返し、ユニバーサルデザイ

ンのまちづくりへ継続的な発展をめざす方法です。 

 

※２ ユニバーサルデザイン環境整備審議会 
ユニバーサルデザイン条例第８条により設置されている区長の附属機関です。 

 

 

 

２ 整備の進展 
２－１．区⽴施設の整備                     
平成21年度から25年度における区⽴施設の新規の建設

においては、仮設建築物を除き、全ての施設においてユニ

バーサルデザイン推進条例に基づく整備基準を満たし、適

合証を取得しています。 

また、既存の区⽴施設のバリアフリー改修を進めてきて

おり、平成19年度より9ヶ年の計画で、多機能トイレの

整備、視覚障害者誘導用ブロックの敷設などを⾏ってきて

います。整備の件数は平成 21年度から 25年度の累積で

147件（平成19年度当初からの累積は224件）となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

条例第 31条により整備基準

の全てに適合している場合に

交付される証票 

8
16

25
34

42

0

20

40

60

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

累
積
件
数

区⽴施設の新規建設実績（適合証取得件数）
〔件〕
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区立施設のバリアフリー改修件数

111
138

161
193

224

0

50

100

150

200

250

19～21 22 23 24 25

年度

累
積
件
数

 
 

２－２．⺠間の建築物等の整備                  
平成 21年 10⽉にユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出の基準の強化と建

築物の対象を広げました。 

毎年度の⺠間建築物の届出件数は約 250件前後であり、⺠間建築物のユニバーサ

ルデザインの整備が着実に進んできています。 

特に集合住宅や⼩規模な店舗においても届出制度を実施していることで、きめ細や

かなユニバーサルデザインの生活環境の整備が着実に進んできています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（補足説明）平成21年10⽉の条例改正により、200㎡未満の小規模店舗等が届出対象となりました。 

166
211

274 273
239

0

50

100

150

200

250

300

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

件
数

ユニバーサルデザイン推進条例 届出件数（⺠間建築物のみ）
〔件〕

） 

区立施設のバリアフリー改修件数 

平成19年度～21年度  平成22年度     平成23年度     平成24年度     平成25年度 

〔 件〕 
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２－３．公共交通の整備                   
公共交通の施設や⾞両のバリアフリー化は平成12年の交通バリアフリー法の制定

から大きく進展し、平成18年のバリアフリー新法制定により改善が図られてきまし

た。世田谷区の鉄道・軌道においては、平成25年に世⽥⾕区内の全ての駅舎におい

てエレベーターやスロープの設置等による段差解消が達成され、移動のバリアフリー

化が⼤きく進みました。⼀⽅、バス交通における⾞両整備も進み、ノンステップバス

の導入が進みました。 

⾞いす使⽤者やベビーカー利⽤者等、様々なスタイルに応じた公共交通施設の利⽤

の幅が広がり、公共交通のユニバーサルデザインは進んできています。こうした中、

「公共交通機関等におけるベビーカー利⽤に関する協議会（国⼟交通省設置）」では

平成26年3月にベビーカーマークを定め、電⾞やバスの⾞内へベビーカーを折りた

たまずに乗⾞することができることなどの利⽤ルールの周知についてまとめました。

今後も幅広く多様なニーズに対応した公共交通施設の整備が求められてきています。 

 

◆段差解消方法の種別と駅数 
世田谷区内の鉄道駅41駅はすべてエレベーターまたはスロープで移動ができます。 

 路線（駅数） エレベーター設置 スロープ設置 

東急電鉄 

大井町線（5） 2駅 3駅 

田園都市線（6） 6駅 0駅 

世田谷線（10） 0駅 10駅 

⽬⿊線（1） 0駅 1駅 

小田急電鉄 小田原線（10） 10駅 0駅 

京王電鉄 
井の頭線（5） 5駅 0駅 

京王線（7） 7駅 0駅 

（補⾜説明）駅数計に⾃由が丘駅は含まず。三軒茶屋、下⾼井⼾駅は路線ごとに集計。 

（補⾜説明）下北沢、⼆⼦⽟川、明⼤前駅は、それぞれ重複集計。 

国土交通省が定めた 

ベビーカーマーク 
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◆駅の多機能トイレの整備状況 
 路線（駅数） ⾞いす使⽤者対応 オストメイト対応 

東急電鉄 

大井町線（5） 4駅 4駅 

田園都市線（6） 6駅 6駅 

世田谷線（10） 1駅 1駅 

⽬⿊線（1） 1駅 1駅 

小田急電鉄 小田原線（10） 10駅 10駅 

京王電鉄 
井の頭線（5） 4駅 4駅 

京王線（7） 7駅 7駅 

（補足説明）京王電鉄の明大前駅は重複集計 

 

 

◆各事業者のノンステップバス保有台数 
世⽥⾕区内を運⾏しているバスは、743⾞両あり、その内 92％がノンステップ⾞

両となっています。（平成26年6月現在） 

バス事業者 全⾞両数〔台〕 ノンステップ⾞両〔台〕 ノンステップ率〔％〕 

東急バス 405 349 86 

小田急、小田急シティ 103 103 100 

京王バス 166 166 100 

関東 28 28 100 

都交通局 41 41 100 

合計 743 687 92 
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２－４．道路及び⾃転⾞利⽤環境の整備             
世⽥⾕区では、だれもが安全に通⾏できる道路とするため、歩道整備や視覚障害者

誘導⽤ブロックの整備を推進しています。新設道路の整備においては、ユニバーサル

デザイン条例の整備基準に基づいた整備を⾏い、段差のない歩きやすい道路づくりを

着実に進めています。 

平成 21年度から 25年度までの５ヶ年では、歩道整備を 1,942ｍ（道路幅員 7.5

ｍ以上を対象）実施しました。視覚障害者誘導用ブロックの新設や改修も進めてきて

います。 

また、⾃転⾞利⽤環境の整備については、駐輪場や⾃転⾞⾛⾏環境の整備とともに、

ソフト面の施策として、警察や交通安全協会、PTA等との協働により小・中学校や地

域で交通安全教室を開催するなど、⾃転⾞安全利⽤の啓発を進めてきました。 

平成24年４⽉には⾃転⾞を利⽤する際の⼼構えとして「世⽥⾕区⺠⾃転⾞利⽤憲

章」を制定し、普及を図っています。また、平成26年７⽉から、区⺠が⾃主的に啓

発に取り組む「⾃転⾞安全利⽤推進員」の育成・⽀援を進めています。 



第２章 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆駐輪場整備台数と放置台数の推移 
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２－５．公園 ・緑地の整備                   
区⺠の憩いの場となる公園や緑地は、設置されている場所ごとに敷地の特性や多様

な利⽤のニーズがあり、その特性をいかした整備を⾏うとともに、近隣との関係づく

りも施設運営上欠かせないものです。 

従って、公園や緑地の新規整備や改修においては利⽤者の意⾒をその整備に反映で

きるようにワークショップ等の開催を⾏い、区⺠意⾒を踏まえ、その場所の特徴を活

かした整備を進めてきています。 

また、ユニバーサルデザイン条例に基づいた整備を進め、多様な⼈が利⽤しやすい

公園や緑地となるように⼯夫した整備を⾏ってきています。 

平成 21年度から 25年度までの公園整備でワークショップ等を開催した実績は、

合わせて24件です。 

 

 ワークショップ開催件数 

平成21年度 ４件 

平成22年度 ５件 

平成23年度 ６件 

平成24年度 ２件 

平成25年度 ７件 

合計 24件 

 

◆公園のワークショップ風景 
 

 

 

 

 

 

公園での整備内容の検討の様子 設計内容についての意見交換の様子 
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３ 推進計画（平成 21年度から 26年度）における特

徴的な取組み 
 

３－１．専門家を交えた建物の設計 ・施工《代⽥区⺠センター》    
（１）取組み内容 
代⽥区⺠センターは、耐震上の理由から建替えられ、区⺠センター、児童館、図書

館の複合施設として平成26年4月に開設しました。 

敷地は、京王井の頭線新代田駅に近接し、前面の環状7号線にはバス停もあるなど、

利便性の⾼い施設となっています。 

この施設の設計･施工にあたっては、多様な利⽤者を想定した施設としてユニバー

サルデザインの専門家が関わり、検討が⾏われました。 

 

（２）建物の概要 
・場  所：世⽥⾕区代⽥六丁⽬34番13号 

・延床面積：3663.56㎡ 

・構  造：SRC造一部RC造 

地下2階地上6階建 

・用  途：区⺠センター、図書館、児童館 

 

 

（３）専門家の関わり 
ユニバーサルデザインの視点からさらに利⽤しやすい施設にするために専門家を

交えた検討会を、設計段階で2回（平成22年度）、施⼯段階で2回（平成25年度）

開催しました。 

その際に、ロービジョン（弱視）の⽅にも参加していただき、当事者の意⾒を加え

ながら検討を⾏いました。 

代田区民センターの全景 
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（４）検討の成果 

①設計段階 
・多機能トイレ内の便座や⼿すりの位置、ベビーベッドの向きを実際の使い方を想

定しながら、当初の設計図から再検討しました。 

・視覚障害者誘導用ブロックの設置位置を当初の設計図から再検討し、入り口、受

付からトイレまで連続して設置するとともに、音声案内を設置しました。 

・和室の出入り口をスロープとして、段差を解消しました。 

②施工段階 
・ 案内サインのデザインについて、ロービジョンの利⽤者にも分りやすくするため、

⿊盤⾯に⽩⽂字印刷とすることとしました。 

・床と壁、壁とドアはコントラストをつけた⾊彩とし、⾒分けやすくしました。 

・エレベーター前の各階の案内表示は、現在の位置の階数を大きく表示し、現在地

を分りやすくしました。 

・サイン表示の施設名称間に記載する予定だったスラッシュ「／」は、⽂字との識

別が分りにくいので表示せず、空白としました。 

分 野 具体的な対応 

移動 ・和室の出入口をスロープにして段差解消 

誘導 
・受付からトイレの案内板まで、視覚障害者誘導用ブロック
と音声案内を設置 

案内・サイン 
・⿊盤⾯に⽩⽂字を印刷したロービジョンの利⽤者にも⾒や
すい案内板のデザイン 

・トイレの男⼥別を⼤きくして分かりやすくしたサイン 

色彩計画 
・床と壁、壁とドアはコントラストをつけた⾒分けやすいデ
ザイン 

 

 

 

 

 

サインの読みやすさについて、ロービジョン

の利用者が参加した検討の様子 
実際に設置されたサイン 
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３－２．多様な当事者の意⾒を反映した⽇本庭園《二子玉川公園》    
（１）取組み内容 
平成 25年に開設した⼆⼦⽟川公園は、ビジターセンターや世⽥⾕いのちの森、み

どりの遊び場など子どもから大人まで楽しめる公園です。この公園の中にある日本庭

園（帰真園）は、ユニバーサルデザインの観点から、様々な当事者の方々の参加によ

り、整備課題の検討を⾏い、設計･施⼯に反映しました。 

 

（２）公園の概要 
・場  所：世田谷区玉川一丁目16番1号 

・敷地面積：公園全体 約６.３ha 

日本庭園部分 約0.58 ha 

 

 

（３）検討の概要 
多摩川や富士山、国分寺崖線を主題とした日本庭園ですが、ユニバーサルデザイン

を基調とし、誰もが日本の文化を楽しめる新しいタイプの庭園づくりをめざしました。 

ユニバーサルデザインアドバイザーのコーディネートにより、障害当事者のニーズ

と、⽇本庭園の設計者の意⾒の調整、その背景や理由の確認や、論点の整理や合意形

成、代替案を検討しながら、ユニバーサルデザインの日本庭園づくりをめざしました。 

 

 

 

日本庭園（帰真園）の全景 

日本庭園の設計について、視覚障害者、聴覚障害者が

参加した意見交換の様子 
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（４）検討の成果 

①移動のバリアフリー 
・園路の勾配や舗装⾯の仕上げや周辺との連続性の確保、多機能トイレの案内表示

などの工夫をしました。 

 

②視覚障害者が楽しめる配慮 
・風や香り、音、歩く感触などの効果を工夫しました。 

 

③聴覚障害者への配慮 
・案内サインや説明板の読みやすさへの⼯夫を⾏いました。 

 

④池の周囲 
・視覚障害者が転落防⽌柵を設置しなくても池の位置がわかるように、⽩杖で認識

できるような池のふちの⽴ち上がりを設けるとともに、ベビーカーや⼦どもがつ

まずかないように幅広い⽴ち上がりを設置しました。 

 

 

 

 
 
 

⑤自然石の石組み 
・石組みの階段に、自然に手をおきたくなる場所を選んで、手すりの代わりとなる

「手つき石」を自然石の中に組み合わせました。 

 

 

 

 

提案内容を記録したスケッチ 

「手つき石」のアイディアを記録したスケッチ 

竣工した池の端の確認の様子 

「手つき石」を使用している様子 
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３－３．啓発から広がる地区の街づくり《千歳烏山駅周辺身近な推進地区》    
（１）取組み内容 
「千歳烏山駅周辺推進地区・身近な推進地区」は平成 22年度から 24年度におい

て、障害のある当事者や地域の⽅々の参加を得て、案内サイン、道路整備などのハー

ド整備の検討や啓発イベントなどのソフト面の事業に取り組んできました。 

 

（２）地区の概要 
・千歳烏山駅を中心とした半径約500ｍ 約0.5ｋ㎡ 

・駅、バス停留所、商業施設、官公庁施設のある業務地区 

・推進地区指定年⽉⽇：平成23年3月 

 

（３）検討の概要 
烏山地域の福祉的環境を考える区⺠活動の場「烏⼭ネット・わぁ〜く・ショップ」

と協働してワークショップを開催し、障害のある当事者を含む区⺠、事業者、区が様々

な連携をしながら検討を重ね、事業を進めてきました。 

 

（４）検討の成果 

①案内サイン 
・ロービジョンの⽅にも⾒やすい盤⾯デザインと 

するとともに、サインの種類や、掲載内容を設置 

場所ごとに検討しました。 

 

②音声サイン 
・現場検証を⾏いながら、アナウンスする内容や⾳質、⾳量、無感知時間を設定す

るなどの工夫をしました。 

 

③視覚障害者誘導用ブロック 
・駅からバス停、主要施設まで連続して設置しました。 

駅前商店街の通りの改修後の様子 

「烏山のユニバーサルデザイン 

整備MAP」（部分） 
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④駅前商店街通り整備 
・歩道の幅を広げ、側溝には⾞椅⼦等が円滑に移動しやすい「世⽥⾕型ブロック」

を使用し段差を解消しました。 

 

⑤京王線烏⼭駅⻄側地下通路整備 
・路⾯を２⾊に分けて、⼀⽅通⾏のルールをつくり円滑な利⽤を推進しました。 

 

⑥啓発イベント 
・小学生が参加しユニバーサルデザインを学べる「ユニバーサルデザイン体験隊ス

タンプラリー」の開催や、道⾏く⼈にも参加を呼びかける「あおぞらワークショ

ップ」を開催しました。 

 

⑦商店街ユニバーサルデザイン接遇研修 
・店舗での接遇のポイントや工夫についての研修を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 千歳烏山駅西側地下通路整
備の検討の様子 

ゴールボールの体験の様子 

誘導用ブロックの 

敷設確認の様子 
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 第３章 ユニバーサルデザインに関わる社会の変化と課題   
 

１ 社会の変化 
 

１－１．ニーズが多様化した                  
・多様な人の社会参加が増えました。その結果、新たな 

ユニバーサルデザインのニーズも生まれてきました。 

・ベビーカー使⽤について電⾞やバスの⾞内へベビー 

カーを折りたたまずに乗⾞することができることなど 

の周知がされるようになりました。 

・音サインの普及に合わせ「公共空間に設置する音案 

 内」についてのJIS規格が、平成26年5月に制定 

されました。 

 

１－２．通信手段が多様化した                  
・新たな情報通信機器やソフトの開発が進み、情報が得や 

すくなりました。 

・タブレット型端末やスマートフォンを使用したコミュニ 

ケーションが普及してきました。 

 

１－３．ハード整備が進んだ                  
・ユニバーサルデザインの公共的施設及び住宅の環境 

整備が進んできました。 

・公共交通の区内の駅全てにエレベーター等が設置さ 

れ、ノンステップバス、多機能トイレの整備も進み 

ました。 

ベビーカー利用の親子の外出風景 

タブレットを使った筆談の様子 

地下自由通路にエレベーター 

を整備した事例 
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１－４．防災への意識が⾼まっている               
・東日本大震災が発生し、関東での大地震による発災 

が現実味を帯びて認識され、コミュニティや日頃から 

の訓練・備えの重要性が再認識され、区内各地区で避 

難訓練を実施しています。 

 

 

１－５．差別禁止の法体系が整備された             
・「障害者差別解消法」が平成25年6月に制定され、 

障害者の差別禁止とともに事業者等による合理的配慮 

の提供が定められました。 

 

 

 

 
・政府は、国連の「障害者権利条約」の批准をめざして、障害者制度改⾰推進に取り組み、

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（略称：障害者差別解消法）」を平成

25年６⽉に制定しました。 

・「障害者差別解消法」では、障害者の差別を禁止するとともに、公平に対応することを⾏政

機関や事業者に求め、そのための合理的配慮の提供を定めました。 

・同法には、障害を理由に障害者でない者と不当な差別的扱いに対して、障害者からの申し

出があった場合、過重な負担にならない限り、申し出た障害者に対して、合理的配慮を⾏

うことが定められています。 

・なお、合理的配慮は、個⼈個⼈の申し出に対応するもので、画⼀的に定めてはいません。

合理的配慮の典型例としては、乗り物への乗⾞に当たっての職員等による⼿助けや、筆談・

読上げ等の障害特性に応じたコミュニケーション手段による対応等が考えられます。 

（平成25年9月30日 内閣府からの都道府県・政令指定都市に対する法律説明会資料「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律について」より要約） 

区内イベントでの車いす使用

の人の参加の様子 

飲食店に同伴した聴導犬の様子 
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２ ⾒直しの課題 
２－１．だれもがユニバーサルデザインに配慮し       

区⺠参加でまちづくりを進める！          
区⺠・事業者・区のだれもがユニバーサルデザインに配慮し、参加と協働によりま

ちづくりを進める必要があります。 
 
世田谷区では、30年間に及ぶユニバーサルデザイン対応の整備が、社会資産として

蓄積されていますので、その資産を最大限有効に使える時期を迎えています。この資

産を有効に使いこなすために、多様な人々がいることを考え、互いを思いやり、理解

する心を広げていくことが期待されています。 

 

２－２．ユニバーサルデザインの質を高める！         
多様化するニーズに対応するため、生活環境のユニバーサルデザインの質を高める

必要があります。 
 
ユニバーサルデザインの社会的な資産が増えてきたことで、今まで以上に多様な人

がまちに出やすくなりました。 “様々なニーズを持った人々” がユニバーサルデザイ

ンの⽣活環境を利⽤する機会が増え、ますます意欲的な社会参加が増えることが期待

されています。 

例えば、⼦育て世代のニーズ等、今後ますます多様化するニーズにこたえ、更なる

ユニバーサルデザイン対応の整備が期待されています。 

 

２－３．更なるバリアの解消に取り組む！            
更なるバリアの解消の取組みと工夫を進める必要があります。 
 
既存施設、小規模施設のバリアは依然として残っており、今までの課題や実績を活

かして、より実効性の高いユニバーサルデザイン改善が期待されています。 

新規の公共的事業におけるユニバーサルデザイン整備の進展を踏まえつつ、より身

近な生活環境でのユニバーサルデザイン対応の整備を促します。 

今まで取り組んできた成果を検証し、普及啓発を図るとともに残されたバリアの解

消に取り組み、身近な生活環境の質を高めていきます。 
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 第４章 計画の目標、基本方針、施策･事業       
 

１ 計画の目標 〜新たな目標の設定〜 
推進計画（平成 21年度から 26年度）では、【目標１】公平な社会づくり、【目標

２】ユニバーサルデザインのまちづくりの２点を挙げていましたが、第2期の計画で

は、【⽬標３】区⺠参加でまちづくりの⽬標を新たに加えます。これは、⾒直しの課

題において多様化するニーズに対応し、生活環境の質、ユニバーサルデザインの質を

⾼めるために、区⺠参加（利⽤者・当事者参加）を進める必要があることがクローズ

アップされてきたからです。 

すべての人が社会参画や自己実現ができる地域社会をめざし、誰もが利⽤しやすい

ユニバーサルデザインに基づいたまちづくりを、区⺠参加の機会や⽀援する仕組み等

を充実させ、区⺠・事業者・区の “みんな” で、様々な取組みにより進めていきます。 

 

目標１ 公平な社会づくり 
全ての人の人格と個性が尊重され、社会のあらゆる活動に参画し、自己実現できる

地域社会をめざす 

 

目標２ ユニバーサルデザインのまちづくり 
だれもが利⽤しやすい⽣活環境の整備を推進し、安全で安⼼して快適に住み続ける

ことができる“まち”をめざす 

 

目標３ 区民参加でまちづくり 
区⺠、とりわけ利⽤者、当事者と共に検討して、有効なユニバーサルデザインの実

現をめざす 

 

これらの目標を分かりやすく表現するために、次の標語を掲げます。 

「だれもがユニバーサルデザインの視点と心でまちづくり」
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２ 基本方針 

〜区⺠参加と質の向上を導く新たな方針の設定〜 
目標を達成するために、より具体的にめざすべき方向を明らかにする、６つの方針

を定めます。 
 

Ⅰ みんなで取組み、進める 

 

・ 全 て の 人が 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に 考 慮 し て 取 り 組 む  

区⺠、事業者、区が、職場や⾝近な⽣活の中でできることを⾒つけ、⾃ら
ユニバーサルデザインに取り組んでいける環境をつくります。 

 

・ 気 づ き と思 い や り の 心 を 広 げ る  

区⺠の交流・活動の場や学習の機会をつくり、区⺠、区職員の意識啓発に
取り組みます。 

 

・ ユニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 検 討 に 、 区 民 参 加 の プ ロ セ ス を 導

入 し 、 区 民 の 声 を 反 映 す る  

ユニバーサルデザインでは、すべての⼈を前提とした「相互理解」、実践と
継続のための「仕組み」及び「人を育てること」が重要であり、そのための
区⺠参加のプログラムを構築します。 
 

Ⅱ ユニバーサルデザインのまちをつくる 

 

・ 公 共 的 施設 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 整 備 の 質を 高め る  

多様なニーズに対応でき、だれもが⾃由な移動や利⽤によって負担なく社
会活動に参画できるよう、目標を定め生活環境の整備を推進します。 

 

・ だ れ も が安 全 で 、 た の し く 快 適に 暮 ら せる 地 域 を 実 現 す る  

ユニバーサルデザインのまちづくりを実現するにあたって、「推進地区」は、
身近な地域で継続的に取り組む場として重要な役割を担っており、関係所管
との連携により積極的に生活環境の整備を推進します。 
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Ⅲ ユニバーサルデザインによる情報とサービスを広げる 

 

・ ユ ニ バーサ ル デザインによ る情 報とサー ビ ス を 通 して 、 お互 い の

コミュニケー ショ ンを広げ る  

だれもが平等に情報を受けられるように、情報伝達の手法の多様化を進め
るとともにだれもが平等にサービスを受けられるような仕組みづくりと、意
識向上のための取組みを進めます。 
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３ 施策 ・事業〜推進計画(第2期)の重点的な事業〜 
 

３－１．世田谷のユニバーサルデザインの生活スタイルの普及   
年齢、性別、国籍、能⼒等にかかわらず、できるだけ多くの人がユニバーサルデザ

インのまちの良さに気づき、快適に利⽤できるための⼯夫や配慮について広めていく

ことが必要です。 

そこで⽇常の⽣活環境や接客、区⺠サービスの中にあるユニバーサルデザインにつ

ながる工夫を冊子などに分かりやすく編集して情報発信することで、多くの人が気持

ちよく公共空間を利⽤できるよう啓発します。更に東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会で訪日する海外の観光客が快適に日本のまちを楽しめる工夫を広めてい

きます。 

世田谷のユニバーサルデザインの生活スタイルといった先進的な事例を紹介する

取組みを続け、より多くの人のユニバーサルデザインへの関心を生み出すようにして

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２．ユニバーサルデザインに関わる人が活躍できる 

    仕組みをつくり、区⺠参加を推進             
利⽤者や当事者のニーズを適切に捉え、ユニバーサルデザインの質を⾼めるために、

施設整備や情報提供、サービスの提供を進める区⺠参加の仕組みが、これからは⼀層

多様なお客様が行き交うまちのイメージ 

出典：「みんなが嬉しくなるお店」（部分） 
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求められます。 

そのためには、専門家としての「ユニバーサルデザインアドバイザー」だけでなく、

「ニーズを伝える利⽤者・当事者」や「ユニバーサルデザインの普及・推進に携わる

区⺠」が、ユニバーサルデザインを推進する事業に参加し、施設整備や普及啓発など

の施策をみんなで取り組み、ユニバーサルデザインのまちづくりを広げることが必要

です。 

小学校での出張講座等の次世代へ向けた啓発、ユニバーサルデザインに関わる団体

等の活躍によるユニバーサルデザインの普及など、区⺠や事業者等が⾃ら普及啓発を

⾏うことで、よりユニバーサルデザインが身近なものとなっていきます。区はそのよ

うな活動を広げ、区⺠等の活躍の場をつくり出すようにして普及啓発の推進を⾏いま

す。 

具体的には、区が⾏う公共的施設の整備において、ユニバーサルデザインアドバイ

ザーや当事者等が関わりながら、誰もが使いやすい整備を進めていきます。また、設

計段階からユニバーサルデザインの視点で検討を⾏い、施⼯段階でも細部の⼯夫や読

みやすいサインの検討など⾏い、具体の設計や設備部品の選定、⾊彩計画などについ

ても、ユニバーサルデザインの視点で整備を⾏っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業・案件 

地域の 
関係者 事業所管 

設計者 

施工者 

利⽤者・当事者 

都市デザイン課 
 

ユニバーサル 
デザイン 

アドバイザー 

 
多様な視点を検証 
することで 

ユニバーサルデザインの
質を高める 

ユニバーサルデザインアド 

バイザーのアドバイスの様子 
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３－３．ユニバーサルデザインの情報を共有する仕組みとして 

    「ライブラリー」を構築                 
ユニバーサルデザインの質を高めるためには、整備の実績を共有し、その情報を活

用することが必要です。 

ユニバーサルデザイン整備の実績を「収集」「蓄積」し、データを整理することで、

区⺠や事業者の誰もが情報を活⽤できるようになります。既存施設の改善をはじめと

する今後の施設整備にユニバーサルデザインの工夫を取り入れやすくし、各種施設整

備の質の向上をはかります。 

特に、公共的施設にユニバーサルデザインアドバイザーや当事者等が関わってでき

た施設の成果は、ユニバーサルデザインのライブラリーに蓄積して、個々の工夫を紹

介できるようにし、ハード整備に関わる区の事業者等や職員が活用できるようにして

いきます。 
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４ 28の施策 ・事業の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だれもがユニバーサルデザインの視点と心でまちづくり 

― ユニバーサルデザインの 
生活環境を実現する目標 ― 

目標１  
公平な社会づくり   

全ての人の人格と個性

が尊重され、社会のあら

ゆる活動に参画し、自己

実現できる地域社会をめ

ざす 

目標２ 
ユニバーサルデザインの

まちづくり 

だれもが利用しやすい

生活環境の整備を推進

し、安全で安心して快適

に住み続けることができ

る“まち”をめざす 

１ 全ての人が、ユニバーサルデザイン

に考慮して取り組む 

２ 気づきと思いやりの心を広げる 
 

 
３ ユニバーサルデザインの検討に区民

参加のプロセスを導入し、区民の声

を反映する 

６ ユニバーサルデザインによる情報と

サービス通して、お互いのコミュニケ

ーションを広げる 
 

Ⅰ みんなで取り組み、進める 
 

Ⅲ ユニバーサルデザインによる 

情報とサービスを広げる 

４ 公共的施設のユニバーサルデザイン

整備の質を高める 
 

５ だれもが安全で、たのしく快適に 

暮らせる地域を実現する 
 

Ⅱ ユニバーサルデザインのまちを 

つくる 

―― 基本方針 ―― 

目標３  
区民参加でまちづくり   

区民、とりわけ利用者、

当事者と共に検討して、

有効なユニバーサルデザ

インの実現をめざす 
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―― 施策・事業名称 ―― 

１ ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及 
２ 普及啓発イベント 
３ ユニバーサルデザイン普及講座 
４ ユニバーサルデザイン･ハンドブックの活用 
５ ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザーなどの人々の活躍の場を広げ、 
多くの人が参加できる取組みの推進 

６ ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップの実践 
７ ユニバーサルデザインライブラリーの活用 

８ 区⽴施設のユニバーサルデザインによる整備の推進 
９ 学校施設のユニバーサルデザインによる整備の推進 
10 サイン整備の推進 
11 小規模店舗等におけるユニバーサルデザインの推進  
12 「住まいサポートセンター」における住宅のユニバーサルデザインの普及 
13 公営住宅のユニバーサルデザインに基づく改修の推進 
14 ⾼齢者・障害者の住宅改修⽀援 
15 公共交通等のサービスの充実 
16 安全な歩道づくり 
17 ⾃転⾞の安全な利⽤の啓発 
18 ⾃転⾞通⾏空間の整備 
19 放置⾃転⾞等をなくす取組み 
20 規模や特性に応じた公園緑地等の整備 
21 推進地区のユニバーサルデザイン取組み推進 
22 だれでも使えるトイレとベンチ等の休憩施設のネットワーク整備 
23 災害時に使えるトイレの整備推進 

24 情報のユニバーサルデザインガイドラインの普及 
25 多様な情報媒体の普及・活用の推進 
26 災害に備えた区⺠参加による取組み 
27 ユニバーサルデザインによる接客・接遇の向上 
28 職員のユニバーサルデザインに関する研修の推進 



第４章 

33 
 

 

５ 個別の施策内容 
 

No. 【施策・事業名称】 

１ ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及 

所 管 部 都市整備部 

ね ら い 

・公共交通でのベビーカー利用の広がり、多機能トイレの普及などに伴い、利

用者同士が公共空間を気持ちよく使うための工夫が社会的に求められてい

る。 
・公共空間を上手に使いこなす方法や工夫などを広め、ソフト面を含めたユニ

バーサルデザインの普及啓発を行う。 

取 組 み 

内容・方法 

・ユニバーサルデザインの考え方や意味を、広く区民に伝えていく。 

・公共空間を多様な人が快適に使いこなす工夫を集め、ユニバーサルデザイン

につながる幅広い情報をテーマに沿って冊子などに分かりやすく編集し発信

する。 

 
■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

 

●テーマに沿った区民参加

による取材及び冊子の作

成 
●民間事業者等との協力し

た配布 
１０，０００部 

継続 
 
 
継続 

継続 
 
 
継続 

継続 
 
 
継続 

 
■後期計画（平成31～34年度）、調整計画期間（平成35～36年度） 

年次 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 

取組み  

 

     

 

後期計画 調整計画 
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No. 【施策・事業名称】 

２ 普及啓発イベント 

所 管 部 総合支所、都市整備部 

ね ら い 
・区民、事業者、区が協働し、様々なイベントと連携したユニバーサルデザイ

ンの普及・啓発の機会をつくりだす。 

取 組 み 

内容・方法 

・普及啓発イベントは当事者を交えた区民、事業者、区の参加・交流の場とし

て運営し、支援する。 

・様々なイベントに、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れることを促す。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザーなどの人々の活躍の場

を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

 

■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●区の関わるイベントでユニバーサ

ルデザインを進める取組みを加え

ていく。（車いす使用者対応の仮設

トイレの設置、授乳コーナーの設

置、ガイドヘルプやひととき保育

など） 

●ユニバーサルデザインに配慮した

イベントの紹介を行う。 

●ユニバーサルデザインの推進に関

わる団体の交流や広くユニバーサ

ルデザインを学び合うイベントを

開催する。 

継続 
 
 
 
 
継続 

 
継続 

継続 
 
 
 
 
継続 

 
継続 

継続 
 
 
 
 
継続 

 
継続 

 
■後期計画（平成31～34年度）、調整計画期間（平成35～36年度）   

年次 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 

取組み  

 

     

 
 
 
 
 

後期計画 調整計画 

ユニバーサルデザインフォーラムの様子 商店街のイベントでの普及啓発

の様子 
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No. 【施策・事業名称】 

３ ユニバーサルデザイン普及講座 

所 管 部 都市整備部 

ね ら い 

・児童をはじめとして多様な場でユニバーサルデザインの考え方、取組みの事

例等を紹介する講座を行い、様々な世代へのユニバーサルデザインの啓発、

教育を進める。 

取 組 み 

内容・方法 

・小学校の出張講座を年間10校程度行う。 

・区民講師や利用者･当事者講師の派遣を実施する。 

・No.4「ユニバーサルデザインハンドブックの活用」と連携して実施する。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザーなどの人々の活躍の場

を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

 
■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●小学校への出張講座の実施

10校 

●他団体（社会福祉協議会等）

と連携した取組み 

●区民講師等の育成・派遣事

業の検討 

 

 

継続 

 

継続 

 

●区民講師等

の育成事業

の実施 

 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

 

●区民講師の

派遣 

継続 

 

継続 
 
継続 

 
 
継続 

 
■後期計画（平成31～34年度）、調整計画期間（平成35～36年度）   

年次 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 

取組み  

 

     

 
 

 

 

 

 

 

後期計画 調整計画 

小学校の、ユニバーサルデザイン出張講座の様子（３点とも） 
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No. 【施策・事業名称】 

４ ユニバーサルデザイン・ハンドブックの活用 

所 管 部 都市整備部 

ね ら い 
・ユニバーサルデザインについて、分かりやすく説明した冊子を活用し、様々

な機会を通して区民、事業者、区職員の理解を促進する。 

取 組 み 

内容・方法 

・小学校への出張講座と合わせ、年間10校程度の児童に向けて配布する。 

・職員研修、区民や事業者の勉強会にて活用する。 

・No.3「ユニバーサルデザイン普及講座」と連携して活用する。 

 
■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

●ユニバーサルデザイン出張講座

での配布 

●啓発イベントでの配布 
●民間事業者等の事業での配布協 

 力 

継続 
 
継続 
継続 

継続 
 
継続 
継続 

継続 
 
継続 
継続 

 
■後期計画（平成31～34年度）、調整計画期間（平成35～36年度）   

年次 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 

取組み  

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

後期計画 調整計画 

ハンドブックを紹介している様

子 

ユニバーサルデザインの普及

展示コーナーの様子 
ユニバーサルデザイン・ 

ハンドブックの表紙 
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No. 【施策・事業名称】 

５ 

ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザーなどの人々の

活躍の場を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進 
 

所 管 部 都市整備部 

ね ら い 

・ユニバーサルデザインに係る事業や区民の活動について、専門家であるユニ

バーサルデザインアドバイザーがアドバイスし、質の向上をはかる。 

・より広い対象、多様な人によるユニバーサルデザインの普及を促す。 

・ユニバーサルデザインアドバイザーの派遣を他の推進事業とも連携し、積極

的にユニバーサルデザイン推進事業に関わっていくことで、事業全体の質の

向上をはかる。 

取 組 み 

内容・方法 

・ユニバーサルデザインに取り組む人の育成のための講座を実施する。講座で

は当事者との交流、体験を組込むなどの工夫をする。 

・専門家としての「ユニバーサルデザインアドバイザー」と「ニーズを伝える

利用者・当事者」「ユニバーサルデザインの普及・推進に携わる区民」による

UD推進事業における多様な人の活躍の場をつくる。 

 
■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●ユニバーサルデザインアドバ

イザーの派遣  

●区民講師等の育成講座の検討 

 

●ユニバーサルデザインに取り

組むアドバイザーなどの交流

と技術向上 

 
 
 
 

継続 

 

●育成講座の

実施 

継続 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

継続 

 
継続 

 
継続 

 
●区民講師等

の活躍の場

づくり 
●ユニバーサ

ルデザイン

アドバイザ

ーを派遣し

た事業の評

価・点検 

 

継続 

 
継続 

 
継続 

 
継続 

 
■後期計画（平成31～34年度）、調整計画期間（平成35～36年度）   

年次 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 

取組み  

 

     後期計画 調整計画 
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No. 【施策・事業名称】 

６ ユニバーサルデザイン推進事業のスパイラルアップの実践 

所 管 部 各事業所管部、都市整備部 

ね ら い 

・ユニバーサルデザイン推進事業の取組みについて、スパイラルアップ（点検・

評価・改善）の手順を繰り返し、段階的・継続的な発展をめざすスパイラル

アップを行い、ユニバーサルデザインの質の向上をはかる。 

・ユニバーサルデザイン整備の評価を、利用者・当事者の声を取り入れ、ニー

ズに合わせたスパイラルアップを実現することが求められている。 

取 組 み 

内容・方法 

・継続的なスパイラルアップを行うだけでなく、ユニバーサルデザイン推進計

画の事業からテーマを絞って、利用者・当事者参加で評価を行い、効果的な

スパイラルアップを実践する。 

・No.5「ユニバーサルデザインに取り組むアドバイザーなどの人々の活躍の場

を広げ、多くの人が参加できる取組みの推進」と連携して実施する。 

 
■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

●全ユニバーサルデザイン推進事

業の進捗状況に関する点検・評

価･改善の実施 

●次年度の重点テーマの設定 

継続 
 
 
継続 

●重点テー

マに沿っ

た啓発や

事業の展

開 

継続 
 
 
継続 
継続 

継続 
 
 
継続 
継続 

 
■後期計画（平成31～34年度）、調整計画期間（平成35～36年度）   

年次 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 

取組み  

 

     

 

 

後期計画 調整計画 
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No. 【施策・事業名称】 

７ ユニバーサルデザインライブラリーの活用 

所 管 部 都市整備部 

ね ら い 

・ユニバーサルデザインの情報を区民、事業者と共に収集し蓄積する。 

・今後の事業や整備のスパイラルアップに活かすために、区民、事業者、区職

員に向けて積極的な情報提供を行う。 

・「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」の整備基準に基づく適合施設の

公表だけでなく、ユニバーサルデザインについて工夫した事業の事例紹介を

行い、すべての人にとって利用しやすい生活環境の整備の推進をはかる。 

取 組 み 

内容・方法 

・ユニバーサルデザイン整備の実績を「収集」「蓄積（データ化）」し、事業

者、区民の誰もが情報を活用できるようにする。 

・新築の施設だけでなく既存改修など、様々な事例を紹介する。 

 
■前期計画（平成27～30年度） 

年次 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 

取組み 

 

 

 

 

●ライブラリーの構成の検討 

 

 
 

●情報の収集 

●情報コーナーでの展示 

 

●ホームペー

ジ上にライ

ブラリーを

開設 
継続 
継続 

 

継続 
 
 
 
継続 
継続 

 

継続 
 
 
 
継続 
継続 

 

     
■後期計画（平成31～34年度）、調整計画期間（平成35～36年度）   

年次 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 
取組み  

 
     

 

 

後期計画 調整計画 


